
問 

健
康
福
祉
課 

健
康
推
進
係 

☎
６
５
・
０
０
０
１

が
ん
検
診
の

予
約
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
30
年
度
よ
り
が
ん
検
診
の
予
約
方
法
が
左
記
の

と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
4
月
末
送
付
の
が
ん
検
診
案
内
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

が
ん
検
診
の
予
約
方
法
変
更

お知らせ【がん検診の予約】

変更前 変更後（平成30年度）

予約期間 夏・秋・冬の各予約期間 　平成30年5月15日㈫から全日程　
　の予約ができるようになります。　
　（土日祝、年末年始除く）
　各検診日の約10日前までにお申　
　し込みください。
　※定員に達し次第、締め切ります。

予約可能日程
夏・秋・冬の各対象の日
程のみ

予約時間 9時～16時 　8時30分～17時15分

【大腸がん検診容器配布】

変更前 変更後（平成30年度）

配布期間 夏・秋・冬の各配布期間
中と検診当日

　平成30年5月15日㈫から配布開　
　始します。（土日祝、年末年始を除く）
　※検診当日も購入可

配布時間 9時～16時 　8時30分～17時15分

問 

企
画
財
政
課 

企
画
広
報
係　

☎
６
５
・
１
０
８
５

駅
前
駐
輪
場
は
マ
ナ
ー
を

守
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

桂
川
駅
前
駐
輪
場
は
た
く
さ
ん
の
ひ
と
が
利
用
し
て

い
ま
す
。
み
ん
な
が
使
い
や
す
い
よ
う
に
、
マ
ナ
ー
を

守
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

【
注
意
】
ほ
か
の
自
転
車
の

妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
整

列
し
て
く
だ
さ
い
。
自
転
車

を
長
期
間
放
置
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

桂
川
駅
前
駐
輪
場
使
用
方
法

お知らせ
問 

企
画
財
政
課 

企
画
広
報
係　

☎
６
５
・
１
０
８
５

西
鉄
バ
ス
路
線
廃
止
に
関
す
る

住
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

西
鉄
バ
ス
筑
豊
株
式
会
社
よ
り
、
平
成
30
年
9
月
30

日
を
も
っ
て
本
町
内
の
全
て
の
バ
ス
停
を
含
む
、
碓
井
・

大
分
坑
線
を
廃
止
す
る
計
画
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
本

町
で
は
沿
線
の
飯
塚
市
・
嘉
麻
市
及
び
福
岡
県
も
含
め

て
西
鉄
バ
ス
に
対
し
て
路
線
存
続
の
協
議
を
行
っ
て
い

ま
す
。
今
回
、
西
鉄
バ
ス
路
線
廃
止
の
経
緯
及
び
存
続

に
向
け
た
協
議
経
過
、
路
線
存
続
案
に
つ
い
て
の
住
民

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
開
催
日
時
】
3
月
17
日
㈯　

14
時
～
15
時
（
終
了
予
定
）

【
開
催
場
所
】
桂
川
町
住
民
セ
ン
タ
ー
2
階　

大
会
議
室

碓
井
・
大
分
坑
線
廃
止

お知らせ

未来ちゃん 情 局報

問 

税
務
課 

税
務
係 

☎
６
５
・
１
０
７
６

確
定
申
告
の
受
付
は

３
月
15
日
㈭
ま
で

税
の
申
告
受
付

お知らせ
　

町
県
民
税
・
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
は
、
３
月

15
日
㈭
で
終
了
し
ま
す
。
ま
だ
申
告
が
済
ん
で
い
な
い

方
は
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
れ
ば
、
所
得
税
・
消
費
税
・
贈

与
税
な
ど
の
申
告
書
を
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
、

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」

を
利
用
す
れ
ば
さ
ら
に
便
利
で
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w

w
.nta.go.jp/

HP木曜日は
19時まで窓口延長

桂川町役場では、祝日を除く毎週木曜日は、
19時まで下記の部署で窓口の延長を行っ
ています。なお、一部対応できない業務も
ありますので、来庁する際は各部署へ事前
にご連絡をお願いします。

課名 問合先
住民課 ☎６５・３３０１
税務課 ☎６５・１０７６

保健環境課 ☎６５・１０９７
水道課 ☎６５・３２４１

建設事業課 ☎６５・３３３０
学校教育課 ☎６５・１１４９

お知らせ
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